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『看護学テキスト NiCE 感染看護学』（第 1 刷）サポート情報 

2026 年 1 月 

株式会社 南江堂 

 

『看護学テキスト NiCE 感染看護学』（第 1 刷）について，以下の通り最新の情報を提供いたします． 

 

■p.56 表Ⅲ-1-2 「感染症法に基づく感染症の類型」                                    

・以下に差し替えます． 
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■p.57 「c. 指定感染症（第６条第８項）」 2行目                                       

・以下のとおり差し替えます（下線部を追加）． 

旧 

近年では，2019 年に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が指定感染症として定められていた

が，既述の通り，2021 年 2 月以降は新型インフルエンザ等感染症に位置づけられた． 

新 

近年では，2019 年に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が指定感染症として定められていた

が，既述の通り，2021 年 2 月以降は新型インフルエンザ等感染症に，さらに 2023 年 5 月 8 日以降は五類感

染症に位置づけられた． 

 

 

■p.58 表Ⅲ-2-1 「感染症類型と医療体制」                                           

・以下に差し替えます． 
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■p.61 表Ⅲ-3-1 「予防接種法による定期接種の対象疾病」                               

・以下に差し替えます． 
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■p.61～62 「a. 定期接種」 3段落目                                            

・以下のとおり差し替えます（下線部を追加・変更）． 

旧 

 B 類疾病は，個人の発病または重症化を防止し，これによりそのまん延を予防することを目的として，定

期的に予防接種を行う疾病である．個人予防に重点をおき，本人（保護者）への努力義務や国による積極的

な勧奨はない．対象疾病には，インフルエンザ，肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る）がある（第

2 条第 3 項，同施行令第 1 条の 2）． 

新 

 B 類疾病は，個人の発病または重症化を防止し，これによりそのまん延を予防することを目的として，定

期的に予防接種を行う疾病である．個人予防に重点をおき，本人（保護者）への努力義務や国による積極的

な勧奨はない．対象疾病には，インフルエンザ，肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る）などがある

（第 2 条第 3 項，同施行令第 2 条）． 

 

 

■p.98～99 「感染防止対策加算」について                                         

・2022（令和 4）年度の診療報酬改定で，「感染防止対策加算」は「感染対策向上加算」に改定されてい

ます． 

 

 

 

 

以上 

 


